
年間パスポートをお持ちのお客様へ 
 

 

４月・５月の臨時休館に伴い、パスポートの有効期間に臨時休館期間が 

含まれている方は、有効期限を延長させて頂きます。 

対象は以下のパスポートをお持ちのお客様です。 

 

① 有効期限が 

２０２０年４月４日～２０２０年７月２２日 

２０２１年５月２３日～２０２１年１２月２日 

までのパスポートをお持ちのお客様は 

 

有効期限を２ヶ月間延長させて頂きます。 

 

 

② 有効期限が 

２０２０年７月２３日～２０２０年９月２２日 

までのパスポートをお持ちのお客様は 

延長後の期限が９月２３日からの改修工事に伴う休館期間と重なるため 

 

有効期限を９ヶ月間延長させて頂きます。 

 

 

詳細・お手続きは、１階受付スタッフへお申し付け下さい。 

板橋区立熱帯環境植物館 


